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２０１９年１０月１日から 

に消火器の設置が必要になります 

 

※パンフレット「あなたのお店に消火器はありますか？」（日本消防設備安全センターリンク） 

 

消火器の設置基準が変わります 

平成２８年１２月２２日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消火器の

設置義務がなかった延面積１５０㎡未満の飲食店にも、２０１９年１０月１日から消火器の

設置が必要になります。 

※現在の消火器の設置基準では、飲食店で消火器の設置が必要な延面積は 150㎡以上です。 

 

○新たに消火器が必要となる飲食店 

飲食店で、次の項目の全てに該当する場合は、消防法施行令第１０条に基づき、消火器

の設置が義務付けられます。 

・飲食店部分の延べ面積が 150㎡未満 

・飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている。 

※コンロなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置（調理油過熱防止装置など）が講じ 

られている場合は、消防法による消火器の設置義務はありません。 

 

○消防用設備等の点検と消防への報告（消防用設備等の点検制度） 

消火器の設置が義務になると、消防法第 17条 3の 3に基づき 6カ月ごとに点検し、 

1年に 1回その点検の内容を消防署に報告することが必要になります。 

・機器点検 6カ月に 1回 

・点検報告 1年に 1回 

※消防用設備等の点検の詳細についてはこちらをクリックしてください。 

○消火器の点検支援パンフレット（総務省消防庁リンク） 

 

問い合わせ先 

川越地区消防局 予防課 ０４９－２２２－０７４４ 

川越北消防署  消防課 ０４９－２２６－７２９０ 

川越中央消防署 消防課 ０４９－２４２－１１９４ 

川越西消防署  消防課 ０４９－２３１－１１９７ 

川島消防署   消防課 ０４９－２９７－１９７９ 

消火器の設置等の相談に

つきましては、右記の所

轄の消防署へお問い合わ

せください。 

  

http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/images/pdf/syoukakigimuka.pdf
http://www.119kawagoechiku.jp/yobou/osirase-pdf/sasatu-pdf/tenkenhoukoku.pdf
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8_h29/pdf/shoukaki_pamphlet.pdf

